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現行 改正後 
山形県有料老人ホーム立入検査実施要領 

 
第１条～第２条 －略－ 
 
（立入検査の実施主体） 
第３条 立入検査の実施主体は、総合支庁保健福祉環境部地域保健
福祉課又は総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課（以下「総合
支庁福祉担当課」という。）、健康福祉部高齢者支援課（以下「高
齢者支援課」という。）とする。 

２ 総合支庁福祉担当課は管内の施設に対する開所時検査及び随時
検査を実施する。 

 
３ 総合支庁福祉担当課は管内の施設が介護保険法第８条に定める
「居宅サービス」を行う事業所（以下「介護事業所」という。）を
併設している場合は、当該介護事業所に対する実施指導の際に、
施設に対する定期検査を併せて実施する。 

 
４ 前項に定める定期検査を行った施設は、当該施設が介護事業所
を併設している間、総合支庁福祉担当課が継続して定期検査を実
施する。 

５ 高齢者支援課は、施設（第３項に該当する施設を除く。）に対す
る定期検査を実施する。また、総合支庁福祉担当課の求めがある
場合に、随時検査を総合支庁福祉担当課と共同で実施する。 

 
 
第４条～第 10条 －略－ 
 
 

山形県有料老人ホーム立入検査実施要領 
 
第１条～第２条 －略－ 
 
（立入検査の実施主体） 
第３条 立入検査の実施主体は、総合支庁保健福祉環境部地域保健
福祉課又は総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課（以下「総合
支庁福祉担当課」という。）、健康福祉部高齢者支援課（以下「高
齢者支援課」という。）とする。 

２ 総合支庁福祉担当課（村山総合支庁保健福祉環境部地域健康福
祉課（以下「村山総合支庁福祉担当課」という。）を除く。）は管
内の施設に対する開所時検査、定期検査及び随時検査を実施する。 

３ 村山総合支庁福祉担当課は管内の施設に対する開所時検査、随
時検査及び施設が介護保険法第８条に定める「居宅サービス」を
行う事業所（以下「介護事業所」という。）を併設している場合は、
当該介護事業所に対する運営指導の際に、施設に対する定期検査
を併せて実施する。 

４ 前項に定める定期検査を行った施設は、当該施設が介護事業所
を併設している間、村山総合支庁福祉担当課が継続して定期検査
を実施する。 

５ 高齢者支援課は、村山総合支庁福祉担当課の管内において介護
事業所を併設していない施設に対する定期検査を実施する。また、
総合支庁福祉担当課の求めがある場合に、随時検査を総合支庁福
祉担当課と共同で実施する。 

 
第４条～第 10条 －略－ 
 

附 則（改正） 
この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
  


